
秘 密 保 持 契 約 書   

                   （以 下 「甲」 と い う。） と 柳 川 中 ⼩ 企 業 診 断 ⼠ 事 務 所 （以 下 「⼄」 と い 

う。） は、 経 営 診 断 業 務 に お い て （以 下 「本 ⽬ 的」 と い う。）、 甲 よ り 提 供 さ れ る 経 営 に 関 す 

る 情 報 の 取 扱 い に つ い て、 以 下 の 通 り 秘 密 保 持 契 約 （以 下 「本 契 約」 と い う。） を 締 結 す る。   

     第 １ 条 （秘 密 情 報）   

      本 契 約 に お い て、 秘 密 情 報 と は、 甲 が ⼄ に 対 し て、 本 ⽬ 的 の た め に 開 ⽰ の ⽅ 法 及 び 媒 体   

  を 問 わ ず、 秘 密 情 報 で あ る 旨 を 明 ⽰ し て 開 ⽰ し た ⼀ 切 の 情 報 を い う。 た だ し、 以 下 の い ず 

    れ か に 該 当 す る 情 報 は 秘 密 情 報 に は 含 ま れ な い。   

    ① 開 ⽰ さ れ た 時 点 に お い て、 既 に 公 知 で あっ た 情 報   

    ② 開 ⽰ さ れ た 後 に 受 領 当 事 者 の 責 任 に よ ら な い で 公 知 に なっ た 情 報   

    ③ 開 ⽰ さ れ た 時 点 に お い て、 受 領 当 事 者 が 既 に 了 知 し て い た 情 報   

    ④ 正 当 な 権 限 を 有 す る 第 三 者 か ら、 受 領 当 事 者 が 秘 密 保 持 義 務 を 負 う こ と な く、 適 正 に 

      取 得 し た 情 報   

第 ２ 条 （秘 密 保 持）   

    ⼄ は、 秘 密 情 報 に つ い て 秘 密 を 保 持 す る も の と し、 甲 の 事 前 の 書 ⾯ に よ る 承 諾 な し に   

  第 三 者 に 対 し て 秘 密 情 報 を 開 ⽰ ま た は 漏 洩 し て は な ら な い。   

  ２ ． ⼄ は、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 第 三 者 に 対 し 秘 密 情 報 の 開 ⽰ を す る 場 合 は、 本 契 約 に 定 め 

  る 秘 密 保 持 義 務 と 同 等 の 秘 密 保 持 義 務 を 当 該 第 三 者 に 課 し て、 そ の 義 務 を 遵 守 さ せ る も 

  の と し、 当 該 第 三 者 に お い て そ の 義 務 違 反 が あっ た 場 合 に は、 ⼄ に よ る 違 反 と し て、 甲 

  に 対 し て 責 任 を 負 う。   

  ３ ． 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず、 ⼄ は、 法 令 ま た は 裁 判 所、 監 督 官 庁、 そ の 他 ⼄ を 規 制 す 

  る 権 限 を 有 す る 公 的 機 関 の 裁 判、 規 則 も し く は 命 令 に し た が い 必 要 な 範 囲 に お い て 秘 密 

  情 報 を 開 ⽰ す る こ と が で き る。 但 し、 ⼄ は、 か か る 開 ⽰ を ⾏っ た 場 合 は、 そ の 旨 を 直 ち 

  に 甲 に 対 し て 通 知 す る。   

第 ３ 条 （⽬ 的 外 使 ⽤ の 禁 ⽌）   

    ⼄ は、 甲 か ら 開 ⽰ さ れ た 秘 密 情 報 を、 本 ⽬ 的 以 外 の た め に 使 ⽤ し て は な ら な い。   

第 ４ 条 （返 還 ま た は 破 棄）   

    ⼄ は、 本 契 約 が 終 了 し た 場 合 ま た は 甲 の 請 求 が あ る 場 合 は、 複 製 を 含 む 秘 密 情 報 を 構   

  成 す る ⼀ 切 の 資 料 を 直 ち に 甲 に 返 還 し、 返 還 が 困 難 な 場 合 は 直 ち に 破 棄 す る。   



第 ５ 条 （責 任 及 び 損 害 賠 償）   

    本 契 約 に 違 反 し た 当 事 者 は、 相 ⼿ ⽅ が 必 要 と 認 め る 措 置 を 直 ち に 講 ず る と 共 に、 相 ⼿   

  ⽅ に ⽣ じ た 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い。   

第 ６ 条 （合 意 管 轄）   

    本 契 約 に 関 す る ⼀ 切 の 紛 争 は、 ⼤ 阪 地 ⽅ 裁 判 所 を 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と す   

  る。   

第 ７ 条 （有 効 期 間）   

    本 契 約 は、 本 契 約 締 結 ⽇ か ら １ 年 間 有 効 と し、 そ の 後 は、 期 間 満 了 １ヶ ⽉ 前 ま で に、   

  甲 ま た は ⼄ か ら 相 ⼿ ⽅ に 通 知 が な い 限 り、 １ 年 毎 の 期 間 に つ い て ⾃ 動 更 新 さ れ る。   

  ２ ． 第 ２ 条 （秘 密 保 持）、 第 ４ 条 （返 還 ま た は 破 棄）、 第 ５ 条 （責 任 及 び 損 害 賠 償）、 第 

  ６ 条 （合 意 管 轄） の 規 定 は、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る。   

第 ８ 条 （協 議 事 項）   

    本 契 約 に 定 め の な い 事 項、 ま た は 本 契 約 の 解 釈 に つ い て 疑 義 を ⽣ じ た 時 は、 甲 ⼄ 誠 実   

  に 協 議 の う え 解 決 す る。   

  

    本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め、 本 書 を ２ 通 作 成 し、 甲 ⼄ 記 名 押 印 の 上、 そ れ ぞ れ １ 通 を 

    保 有 す る。   

          年         ⽉         ⽇   

（甲）   

    

    

（⼄） 柳 川 中 ⼩ 企 業 診 断 ⼠ 事 務 所   

      柳 川   ⼗ ⽷ 久         印   

  


